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あさひ園居宅介護支援事業重要事項説明書 
 

１. 事業の目的 

 要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援を提供することにより、

要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提

供します。 

 また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

 

２. 事業者及び事業所の概要 

（１）居宅介護支援事業所の指定番号及び提供地域 

事業者名 社会福祉法人郷寿会  理事長  福嶋 隆 

介護保険事業所番号 ４３７０２０００６７ 

事業所名 あさひ園居宅介護支援事業所 

指定年月日 平成 11 年 9 月 1 日 

所在地 熊本県八代市宮地町 169 番地 1 

通常の事業の実施地域 八代市及び八代郡の地域 

 

 

（２）営業日及びサービス提供の時間帯 

月～土曜日 8：00 ～ 17：00 

 

備 考 
（１） 電話等により 24 時間連絡が可能な体制とします。 

電話 ０９６５－３４－２２７２ 

（２） 日曜日、祝日、8 月 13 日から 15 日、12 月 29 日か

ら 1 月 3 日は営業いたしません。 

 

 

（３）事業所の従業員体制 

 業 務 内 容 常勤 非常勤 合計 

管理者(主任介

護支援専門員) 

事業所の管理・運営全般 1名 － 1名 

介護支援専門員 

 

居宅介護支援に関する業務 4名 

以上 

－ 4名 

以上 
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３．サービスの内容 

① 利用者の居宅を訪問し面接して利用者や家族の状態及び解決すべき課

題を把握する（アセスメント） 

② 居宅サービス計画を作成し、利用者・家族への説明と文書により同意

を得たうえで、利用者と担当者への交付する 

③ サービス担当者会議を開催し、居宅サービス事業者との連絡・調整を

行う 

④ 少なくとも月に 1 回利用者宅を訪問し面接して行うサービス実施状況

の把握と評価（モニタリング）を行う 

⑤ 給付管理 

⑥ 要介護認定申請（更新・変更）等に対する協力・援助 

⑦ 相談業務 

 

 

４．利用料金 

（１）基本料金 

要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので自己負担

はありません。 

※ 利用者の保険料滞納等のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介

護度に応じて下記の金額（1 ヶ月当たり）をいただき、「領収書」と「居宅

介護支援提供証明書」を発行します。後日、市役所の窓口に提供すること

で、全額払戻しを受けられます。 

居宅介護支援費 

 （１ヶ月につき） 

要介護１又は２ １０，７６０円 

要介護３～５ １３，９８０円 

 

 

看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する

観点から、居宅サービス利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等に

ケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至

らなかった場合にモニタリングやサービス担当者会議における検討等必要な

ケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービス

が提供されたものと同時に取り扱う事が適当と認められるケースについて、

居宅介護支援の基本報酬を算定します。 
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（２）加算料金等 

① 初回加算 

   初回（新規に居宅サービス計画を策定した場合、及び要介護状態区分の 2

段階以上の変更認定を受けた場合）について居宅介護支援費に加算します。 

初回加算 ３００単位/月 

 

② 入院時情報連携加算 

   病院または診療所に入院するにあたって、入院後３日以内、または４日

以上７日以内に当該病院または診療所の職員に対して、利用者の心身の状

況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に 1 月に 1 回を限度として加

算します。 

 

 

入院時情報

連携加算 

(Ⅰ)３日以内に情報提供した

場合 (提供方法は問わない) 
２００単位/月 

(Ⅱ) ４日以上７日以内に情報

提供した場合 (提供方法

は問わない) 

１００単位/月 

 

 

 

  病院または診療所に入院する場合は、担当の介護支援専門員の氏名・連

絡先を医療機関に伝えてください。 

 

 

③ 退院・退所加算 

    退院または退所にあたって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関す

る必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し調整を行う場

合に加算します。入院または入所期間中につき 1 回を限度として所定単位

数を加算します。算定できるのは、そのうち 1 回以上、入院中の担当医等

（退院、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉

用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加も含む）と

の会議（退院時カンファレンス等）に参加して退院・在宅での療養上必要

な説明を行ったうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関す

る調整を行った場合に限る（初回加算を算定する場合は算定しません）。 
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退院・ 

退所加算 

 

 

カンファレンス 

以外の 

方法により実施 

 
カンファレンス 

により実施 

連携 1 回 （Ⅰ）イ 450 単位 （Ⅰ）ロ 600 単位 

連携 2 回 （Ⅱ）イ 600 単位 （Ⅱ）ロ 750 単位 

連携 3 回   （Ⅲ） 900 単位 

 

 

④緊急時等居宅カンファレンス加算 

利用者の急変に伴い、病院または診療所の求めにより、病院 

または診療所の医師または看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カンフ

ァレンスを行い、必要なサ―ビス利用に関する調整を行った場合に加算

します。 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位 

 

⑤ターミナルケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）に対して、死

亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、利用者またはその家族の同意

を得て、居宅を訪問して利用者の心身等の状況を記録し、主治医及びプ

ランに位置付けたサービス事業者に 

情報提供し、さらに、ターミナルケアマネジメントを受けることに同意

した利用者について、２４時間連絡できる体制を確保、かつ必要に応じ

て居宅介護支援を行うことができる体制を整備した場合に算定します。   

 

ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位 

 

⑥通院時情報連携加算 

居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネ

ジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用

者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席

し、医師等と情報連携を行い、当該利用者に関する必要な情報を受けた

上で、居宅サービス計画書に記録した場合に利用者 1 人につき、1 月 1

回を限定とし加算します。 

 

通院時情報連携加算 ５０単位/月 
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  ⑦委託連携加算 

介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を行いやすい

環境の整備を進める観点から、介護予防支援事業所が委託する個々の

ケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な

情報連携した場合に利用者 1 人につき初回に限り加算します。 

 

委託連携加算 ３００単位/月 

 

⑧特定事業所加算 

独立性・中立性を高める観点から、質の高いケアマネジメン 

トを実施している事業所の評価を推進するため、人員配置要件 

の強化や人材育成に関する協力体制を整備している場合を算定 

要件に追加し、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に加算 

をすることができます。 

 

特定事業所加算（Ⅰ） ５０５単位/月 

特定事業所加算（Ⅱ） ４０７単位/月 

特定事業所加算（Ⅲ） ３０９単位/月 

特定事業所加算（A） １００単位/月 

 

  ⑨特定事業所医療介護連携加算 

   病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものである事を

踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、厚生労働大臣が定める

基準を満たす場合に加算することができます。 

   

特定事業所医療介護連携加算 １２５単位/月 

 

 

（３）その他の費用（交通費） 

通常の事業の実施地域（八代市及び八代郡）にお住まいの方は無料です

が、サービスを提供する地域以外にお住まいの方は、実施地域を越える地

点から片道 1キロメートルあたり 37円の交通費の実費が必要となります。 

 

 

 

 



 6 

 

５．居宅介護支援事業の運営方針 

（１）事業者は、利用者が要介護者となった場合、その利用者が可能な限り

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう配慮して行います。 

 

 

（２）事業者は、利用者の選択により、心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様

なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効率的に居宅介護支援を

提供することができるよう配慮に努めます。また、サービス提供の開始

にあたっては、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事、居

宅サービス計画原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を

求めることについて、利用者に説明するものとする。 

 

 

（３）支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当

に偏することのないよう公平・中立に行います。 

 

 

（４）支援事業者は、利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の

意思を踏まえ必要な協力を行うとともに、利用者の申請が行われるかど

うかを確認しその支援も行います。 

 

 

６．守秘義務に関する対策 

（１）支援事業者は、介護支援専門員及びその他の従業者に対して、業務上

知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、また、退

職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、雇用契約において義

務づけています。 

 

（２）支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は

当該家族代表者の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。 

 

７．利用者の尊厳 

 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業員

教育を行います。 
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８．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

 サービス内容に関する苦情等の相談については、下記のとおり対応いたし

ます。 

 

 

 

（１）苦情解決責任者 

特別養護老人ホームあさひ園 施設長 頼藤繁夫 

 

 所 在 地 

 電話番号等 

FAX 

受 付 時 間 

〒866-0824 八代市上日置町２３４５番地 

０９６５－３５－５７５７ 

０９６５－３４－４１１１ 

８：００～１７：３０ 

  

 

（２）苦情受付担当者 

   あさひ園居宅介護支援事業所 管理者 植田好江 

 

 所 在 地 

 電話番号等 

  FAX 

  受 付 時 間 

〒866-0805 八代市宮地町 169 番地 1 

 ０９６５‐３４‐２２７２ 

０９６５‐４３‐２２９８ 

８：００～１７：００ 

 

 

（３）苦情の受付 

   苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けま

す。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

 

（４）第三者委員 

吉田正範（社会福祉法人郷寿会監事） 

〒866-0851 八代市毘舎丸町 4-36  ℡ 0965-34-0919 

市村京子（社会福祉法人郷寿会評議員） 

〒866-0824 八代市上日置町 2100  ℡ 0965-34-0182 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

（５）苦情解決の方法 

  ① 苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情が、その場で解決できる場合は事実

確認をして解決に向けた対応を行います。その場での解決が難しい場合

は、解決する旨を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委

員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内

容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

② 苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、迅速に解決

に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求め

ることができます。 

   なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行い 

  ます。 

ア．第三者委員による苦情内容の確認 

イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

③ 行政機関その他苦情受付機関にも申し立てることができます。 

 

 

八代市健康福祉部

介護保険課 

所 在 地  八代市松江城町 1－25 

電  話  0965（32）1175     

 FAX   0965（33）8983 

受付時間  8：30～17：15 

熊本県国民健康保

険団体連合会 

介護保険課 

（苦情相談窓口専

用） 

所 在 地  熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号 

（市町村自治会館５F） 

電  話  096（214）1101   

 FAX   096（214）1105 

受付時間  9：00～17：00（月～金） 

熊本県社会福祉協

議会 

「運営適正化委員

会」 

所 在 地  熊本市南千反畑町 3 番 7 号 

電  話  096（324）5471   

 FAX   096（324）5456 

受付時間  9：00～17：00（月～金） 
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９．緊急時の対応について 

  サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、

速やかに主治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

10．事故発生時の対応について 

  利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、

速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じま

す。また、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い

ます。 

 

11．損害賠償について 

  当施設において、施設の責任によりご利用者様に生じた損害については、

施設は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様

とします。 

  ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた

場合には、ご利用者様のおかれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相

当と認められる場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

12.虐待防止について 

  事業所は、利用者の人権・虐待等の防止の為の措置を講じます。また、

当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報します。 

 

13．その他 

（１） サービス事業者等から利用者に係る情報提供をうけた時や介護支援専

門員が必要と判断した場合は、利用者の服薬状況・口腔機能・心身状

況生活状況のうち必要と認める情報を利用者の同意を得て、主治の医

師や歯科医師、薬剤師に伝えます。 

（２） 利用者が、医療系サービス(訪問看護や通所リハビリテーション等)の利

用を希望している場合、利用者の同意を得て、主治の医師に意見を求

め、ケアプランを主治の医師に交付します。 
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ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前 6 ヶ月間に作成し

たケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サ

ービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合の説明を行います。 

 

 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の利用状況は下記のとおりです。 

 

 

①  前 6 ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与の利用割合（令和 5 年 3 月 1 日から令和 5 年 8 月末日） 

 

  訪問介護       36.8  ％ 

  通所介護       56.4  ％ 

  地域密着型通所介護  26.8  ％ 

  福祉用具貸与     71.1  ％ 

 

 

 ② 前 6 ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

  

訪問介護 
あさひ園訪問介護

17.6％ 

ふくしサービスセンタ

ーそよ風   15.2％ 

ヘルパーステーション若菜     

6.4％ 

通所介護 
あさひ園通所介護

39.2％ 

つばきリハビリ 

       9.2％ 

セントケア八代萩原 

        8.8％ 

地域密着型通所介護 
ディサービス福笑庵

13.8％ 
はるひ  11.2％ ディサービス華 10.4％ 

福祉用具貸与 ケアパーク  53.8％ エニータイム 15.7％ ミタカ熊本南事業所 10.8％ 
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令和  年  月  日 

指定居宅介護支援の開始にあたり、利用者及び代理人に対して、契約書及

び本書面に基づき、重要な事項を説明し交付しました。 

 

《事業者》    所在地  八代市上日置町 2345番地 

                名 称   社会福祉法人 郷寿会 

                      代表者  （理事長） 福嶋 隆     

 

           事業所名 あさひ園居宅介護支援事業所 

（指定番号４３７０２０００６７） 

管理者    植田好江    

 

               説明者             

 

 

   令和  年  月  日 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定居宅介護支援について、

重要事項の説明を受け同意しました。 

 

《利用者》     住 所 

 

氏 名             

 

《利用者代理人》  住 所 

 

             氏 名           

 

             （続柄      ） 

 

   《家族》      住 所      

 

             氏 名           

 

             （続柄      ） 
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個人情報保護に対する基本方針 
 

 社会福祉郷寿会（以下「法人」という。）は、当法人が扱う個人情報の重

要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確

立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省が作

成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱のための

ガイドライン」を遵守し、個人情報の保護を図ることを宣言いたします。 

社会福祉法人郷寿会 理事長  福嶋 隆 

 

１．個人情報の適切な収集、利用、提供、管理、委託の実施 

（１）個人情報の取得に際して、利用目的を特定して明示または公表し、利

用目的に従い必要な範囲で個人情報の収集、利用、提供を行います。 

（２）個人情報の収集、利用、提供にあたっては、原則として本人の同意を

得ることとします。 

（３）個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対

して、技術面及び組織面において合理的で適正な安全対策、予防措置等

を講じて管理いたします。 

（４）当法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、

個人情報保護法とガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行

う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託

先への適切な監督を行います。 

２．個人情報の安全性確保の実践 

（１）当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるた

めに、個人情報保護に関する規程類を整備し必要な教育を継続的に行い

ます。 

（２）個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・

見直しを行い、継続的な改善に努めます。 

３．個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 

  当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、

開示、訂正、更新、利用停止、削除等の申し出がある場合には、速やかに

対応いたします。これらの依頼については、以下の窓口でお受けいたしま

す。 

 

  窓口：あさひ園居宅介護支援事業所   担当者： 植田好江 

  〒866-0805 八代市宮地町 169番地 1  ℡：0965-34-2272 
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個人情報の利用目的 

 社会福祉法人郷寿会は、その事業を遂行するにあたって、個人情報を、法令

に定められた利用目的のほか、次の目的の達成に必要な限度で、収集し、利用

します。             社会福祉法人郷寿会理事長  福嶋 隆 

 

１．利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的 

（１）法人内部での利用に係る事例 

  ①当該事業者が提供する介護サービス 

  ②介護報酬の請求その他の介護保険関係事務 

  ③保護措置費、支援費等の請求、収受、補助金等の申請、収受に関する事務 

  ④利用料その他の費用の請求、収受に関する事務 

  ⑤入退所等の管理 

  ⑥会計事務 

  ⑦事故等の報告 

  ⑧苦情等の対応 

  ⑨その他、利用者に提供する介護サービスの改善、向上のための活動 

（２）他の事業者等への情報提供を伴う事例 

  ①当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介

護支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

  ②その他の業務委託 

  ③家族等への利用者の心身等の状況説明 

  ④保険事務の委託 

  ⑤審査支払い機関へのレセプトの提出 

  ⑥審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

  ⑦損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 ２．上記以外の利用目的 

  ①介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

  ②介護保険施設等において行われる実習生、研修生への協力 

  ③介護サービスにかかる業務の一部（健康診断等）の外部委託 

  ④当該事業者が発行する広報に関する資料 

  ⑤施設・事業所における行事開催に係る参加者の名簿作成等 

  ⑥外部監査機関への情報提供 

 

 付記 

 １．上記のうち、他の事業者等への情報提供について同意しがたい事項がある

場合には、その旨事務所窓口までお申し出ください。 

 ２．お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わ

せていただきます。 

 ３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 
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個人情報使用同意書 
 

私自身（利用者）及びその家族の個人情報については、事業者が、介護保

険サービスを円滑に提供するために実施される担当者会議、私が利用する他

の事業所等と情報の共有、連絡調整が必要な場合及び緊急時における病院等

への情報提供時等に必要最小限の範囲内で使用することに同意します。また、

上記以外（左記の個人情報の目的内容）についても必要最小限の範囲内で使

用することに同意します。 

令和   年   月   日 

あさひ園居宅介護支援事業所  殿 

      利用者  住 所  

氏 名               

     家族の代表 住 所 

           氏 名               

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を

確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

     署名代筆者 住 所 

氏 名             

 


